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（
内
閣
委
員
会
）

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
五
十
九
回
国
会
衆
第
一
四
号

（
衆
議
院
提

）

出
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
昭
和
の
日
の
新
設

１

国
民
の
祝
日
と
し
て
、
新
た
に
昭
和
の
日
を
加
え
る
。

２

昭
和
の
日
は
、
四
月
二
十
九
日
と
す
る
。

、「

、

、

。
」

３

昭
和
の
日
の
意
義
は

激
動
の
日
々
を
経
て

復
興
を
遂
げ
た
昭
和
の
時
代
を
顧
み

国
の
将
来
に
思
い
を
い
た
す

と
す
る
。

二
、
み
ど
り
の
日
の
改
正

み
ど
り
の
日
を
現
在
の
四
月
二
十
九
日
か
ら
五
月
四
日
に
改
め
る
。

三
、
そ
の
他

国
民
の
祝
日
が
日
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日
後
に
お
い
て
そ
の
日
に
最
も
近
い
国
民
の
祝
日
で
な
い
日
（
現
行
は
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国
民
の
祝
日
の
翌
日
）
を
休
日
と
す
る
。

四
、
施
行
期
日

本
法
律
は
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


